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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況）  

 本校の資産は，平成16年４月１日の独立行政法人化に伴い，政府から独立行政法人国立高等専門学

校機構に出資されたものであり，本校が使用している。また，起債は高専機構が一括して行うため，

本校独自の債務はない（資料10－１－①－１～５）。 

 

観点10－１－① 資料の一覧 

資料10－１－①－１ 固定資産一覧      （出典：総務課資料） 

資料10－１－①－２ 平成18年度損益計算書     （出典：総務課資料） 

資料10－１－①－３ 平成18年度貸借対照表     （出典：総務課資料） 

資料10－１－①－４ 平成18年度決算報告書     （出典：総務課資料） 

資料10－１－①－５ 経常的収入一覧      （出典：総務課資料） 
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資料10－１－①－１ 

 

（面積単位：㎡）

番号 名称 建面積 床面積 備考 番号 名称 建面積 床面積 備考
1 1号館 2,238 6,920 2 守衛室 84 84
28 2号館 557 2,296 3 ﾎﾞｲﾗｰ室 139 139
22 3号館 365 1,121 7 ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ 20 20
60 4号館 166 758 14 バス車庫 52 52
65 5号館 262 786 19 ジープ車庫 54 54
68 6号館 255 503 23 屋外便所 8 8
71 ７号館 959 26 ﾌﾟｰﾙ付属室 29 29

計 13,343 27 ﾌﾟｰﾙ付属室 8 8
31 ﾌﾟｰﾙ機械室 14 14

41 図書館 642 1,680 32 物品庫 34 34
57 福利施設 731 38 薬品庫 21 21
44 総合情報ｾﾝﾀｰ 324 324 39 薬品庫 22 22
70 テクノセンター 156 424 40 体育器具庫 113 113
8 機械実習工場 741 741 42 油庫 30 30
15 熱機関実験室 165 165 43 渡り廊下 49 114
21 課外活動室 163 163 45 渡り廊下 176 301

48 シャワー室 17 17
16 第一体育館 995 1,069 49 生活廃水処理施設 184 184
51 第二体育館 935 935 50 実験廃水処理施設 87 87
25 武道館 364 364 56 体育器具庫 67 67
47 弓道場(2棟) 87 87 59 渡り廊下 75 149

計 2,455 61 変電室 51 51
66 渡り廊下 16 16

53 陶芸室 135 135 67 渡り廊下 3 3
69 渡り廊下 9 9

5 寄宿舎管理棟 1,099 1,189 72 渡り廊下 13 13
4 寄宿舎第1寮 456 1,342 73 変電室増築 24 24
29 寄宿舎第2寮 211 872 74 共同溝上屋 2 2
33 寄宿舎第3寮 438 1,721 計 1,665
9 寄宿舎第4寮 361 1,096
20 寄宿舎第5寮 307 787 宿舎B-10（202号） 44
34 寄宿舎第6寮 162 314 宿舎B-11（203号） 60
63 寄宿舎第7寮 408 1,595 宿舎B-12（204号） 44
6 渡り廊下 12 12 宿舎B-13（205号） 44
17 渡り廊下 36 36 宿舎B-15（206号） 60
30 渡り廊下 8 8 宿舎B-16（207号） 60
35 渡り廊下 48 97 宿舎B-17（208号） 63
36 渡り廊下 25 25 宿舎B-18（209号） 56
37 渡り廊下 12 12 宿舎B-20（210号） 84
52 渡り廊下 7 14 宿舎B-3（103号） 57
64 渡り廊下 13 13 宿舎B-7（202号） 50

計 9,133 宿舎B-8（201号） 44
計 666

建物（校舎） 39,600
建物（寄宿舎） 14,046
運動用敷地 44,621
その他の用地 11,976

計 110,243

固 定 資 産 一 覧

 

（出典：総務課資料） 
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資料 10－１－①－２ 
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資料 10－１－①－２続き 
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資料 10－１－①－２続き 
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資料 10－１－①－２続き 
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資料 10－１－①－２続き 
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資料 10－１－①－２続き 
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資料 10－１－①－２続き 
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資料 10－１－①－２続き 

 

（出典：総務課資料） 
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資料 10－１－①－３ 
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資料 10－１－①－３続き 
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資料 10－１－①－３続き 
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資料 10－１－①－３続き 
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資料 10－１－①－３続き 
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資料 10－１－①－３続き 
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資料 10－１－①－３続き 
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資料 10－１－①－３続き 

 

（出典：総務課資料） 
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資料 10－１－①－４ 
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資料 10－１－①－４続き 
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資料 10－１－①－４続き 

 

 

（出典：総務課資料） 
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 資料 10－１－①－５ 

経常的収入一覧 

 

科目名 平成14年度 平成15年度 

授業料 161,442,450円 177,939,300円 

入学料及び検定料     18,865,800円     23,347,200円 

財産貸付料等      5,571,185円      5,023,021円 

国立学校特別会計 1,365,768,677円 1,375,883,045円 

科学研究費補助金 3件 1,600千円 2件 2,300千円 

受託研究費 9件 5,559千円 4件 3,500千円 

共同研究費 2件 1,200千円 1件 500千円 

奨学寄附金 16件 7,322千円 16件 11,919千円 

 

科目名 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

授業料 160,204,800円 185,412,200円 186,604,750円 

入学検定料      4,240,500円     3,679,500円 4,009,500円 

入学料   15,397,200円    15,989,400円 15,566,400円 

財産貸付料等    10,255,557円      6,337,084円 5,926,626円 

運営費交付金  1,130,616,538円  1,165,584,292円 1,212,042,181円 

科学研究費補助金 3件 4,700千円 4件 5,500千円 5件 10,200千円 

受託研究費 17件 5,785千円 22件 25,386千円 22件 15,877千円 

共同研究費 3件 1,500千円 10件 4,100千円 9件 5,860千円 

奨学寄附金 10件 10,330千円 14件 10,125千円 14件 15,290千円 

  ※外部資金（科研費・受託研究費・共同研究費・奨学寄附金）について 

   件数・金額は採択年度・契約年度に計上 

（出典：総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するために必要な校地・校舎・設備等の資産を有

している。また，本校には債務はない。 

 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況）  

平成18年度における本校の経常的収入は，授業料・入学検定料・入学料のほか，財産貸付料等の 

雑収入であり，事業遂行に必要な経費から収入額を差し引いたものが高専機構から「運営費交付

金」として措置され，配分された。運営費交付金については，国から高専機構を通じて，今後も継
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続的に交付されるものであり，経常的収入は安定的に確保されている。また，科学研究費補助金

（科研費），企業等からの受託研究費，共同研究費，奨学寄附金等の外部資金の受入にも努力して

おり，ここ２～３年はその金額・件数とも増加している（資料10－１－①－２～５参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の経常的収入は，学生からの諸納付金（授業料，入学検定料，入学料等）であるが，入学定

員は確保しており，諸納付金は確保されている。 

また，運営費交付金については，国から高専機構を通じて，継続的に交付されており，安定的に

確保されている。さらに，外部資金については，その金額・件数とも増加しており，収入が確保さ

れている。 

 

 

観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況）  

 財務に関する項目を含めた本校の中期計画が，平成15年12月開催の中期計画統括委員会で策定され，

教員会議等で広く教職員に周知するとともに，その内容は学内ウェブページで関係者に明示されてい

る（資料10－２－①－１）。 

 また，各年度の予算に係る計画については，校長室会議において予算配分方針を定め，その方針に

より適正に配分しており，運営会議での審議を経て校長が決定し教職員に周知している（資料10－２

－①－２～３）。 

 

観点10－２－① 資料一覧 

資料10－２－①－１ 鶴岡工業高等専門学校中期目標・計画   （出典：総務課資料） 

資料10－２－①－２ 平成19年度予算配分方針（案）  

         （出典：平成19年度第４回運営会議資料資料） 

資料10－２－①－３ 平成19年度第４回運営会議資料    （出典：総務課資料） 

 

資料10－２－①－１ 

 

鶴岡工業高等専門学校中期目標・計画（財務に関する部分の抜粋） 

 

Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置 

 １．外部から教育研究資金その他自己収入の増加のための措置 

・科学研究費補助金，財団等の助成金など公募型の外部研究資金については，地域共同テクノセ

ンターあるいは新たに校内に設置する外部研究資金獲得を支援する組織により公募内容等の情

報を積極的に収集し，当該研究分野に関連する教員はもとより他の教員にも外部研究資金の情

報を提供するとともに助言するシステムを構築する。 

 

（出典：総務課資料） 
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資料10－２－①－２ 

平成19年度予算配分方針
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資料 10－２－①－２続き 

 

 

（出典：平成19年度第４回運営会議資料） 
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資料10－２－①－３ 

 

平成１９年度第４回運営会議議事概要（抜粋） 

 
日 時  平成１９年６月６日（水）１５：５３～１６：３８ 

場 所  会議室 

出席者  横山校長、山内教務主事、岡崎学生主事、粟野寮務主事、小谷図書館長、 

    大久保総合情報センター長、加藤テクノセンター長、佐藤（義）保健管理センター長、 

    鈴木(建)Ｇ科長、白野Ｍ科長、江口Ｅ科長、柳本Ｉ科長、清野Ｂ科長、宮崎専攻科長、 

    島田事務部長、小林総務課長、土門学生課長 

欠席者  なし 

 

議 題 

１．協議事項 

（３）平成１９年度学内予算配分について 

 会計課長補佐（財務）から、本件について、今年度当初配分予算に係る配分方針及び配分

額に関して、資料３に基づき説明があった。 

 次いで、校長から、本件について提案があり、審議の結果、原案通り承認された。 

 なお、校長から、今回の予算配分に当たっては、昨年１０月の本会議で報告した機構本部

で示した専攻科の教育研究を充実させる方針を踏まえ、予算が縮減される状況において、当

該方針に沿った予算編成を行った旨説明があった。 

（出典：総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 財務に関する項目を含めた本校の中期計画については，中期計画統括委員会で策定され，教員会議

等で広く教職員に周知しており，その内容は学内ウェブページでも明示している。 

 また，各年度の予算に係る計画については，予算配分方針に基づき適正に配分しており，教職員に

周知している。 

 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況）  

 平成18年度損益計算書における，収入部分の経常収益合計額と支出部分である経常費用合計額との

差額（59,669円）は過年度給与の返納額であり，本校の収支については支出超過にはなっていない

（資料10－１－①－２参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 高専機構から，事業年度ごとに収支予算額が示され，２ヶ月ごとに必要な資金が送金されており，

その額を超えて支出できない構造になっている。 

 

 

観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 
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（観点に係る状況）  

 予算の配分方針は，中期目標・中期計画を達成することを念頭において，校長室会議で検討し，運

営会議で了承を得ることとしている。 

 また，予算を柔軟に執行するために，校長裁量経費を設け，教育研究上特に必要とされる経費につ

いては，教育研究活動の活性化のため各学科，教員等からの申請により予算を重点的に配分する研究

推進援助費・教育研究設備維持管理費を設け，重点的に配分している（資料10－２－③－１～６）。 

 

観点 10－２－③ 資料一覧 

資料 10－２－③－１ 平成 16 年度研究推進援助費一覧   （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－２ 平成 17 年度研究推進援助費一覧   （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－３ 平成 18 年度研究推進援助費一覧   （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－４ 平成 16 年度教育研究設備維持管理費一覧 （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－５ 平成 17 年度教育研究設備維持管理費一覧 （出典：総務課資料） 

資料 10－２－③－６ 平成 18 年度教育研究設備維持管理費一覧 （出典：総務課資料） 
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資料10－２－③－１ 

 

 

 

（出典：総務課資料） 
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資料10－２－③－２ 

 

 

 

（出典：総務課資料） 
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資料10－２－③－３ 

 

 

 

（出典：総務課資料） 
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資料 10－２－③－４ 

 

 

 

（出典：総務課資料） 
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資料 10－２－③－５ 

 

 

 

（出典：総務課資料） 
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資料 10－２－③－６ 

 

 

 

（出典：総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 予算配分は，方針の明示が行われ，議論がなされた上で決定されている。研究推進援助費・教育研

究設備維持管理費は重点的に配分するなど，十分検討した上で決定し，適切な資源配分が行われてい

る。 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況）  

 高専機構として，ひとつの財務会計システムを構築しており，全国55高専はこのシステムにアクセ

スし，統一された勘定科目・仕訳等により財務会計処理を行っている。 
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 年度末決算後，このシステムにより財務諸表等が作成され，機構本部のウェブページで公開されて

いる。 

 高専機構会計規則第44条により，当該年度における資産・負債の残高並びに当該期間における損益

に関し真正な数値を把握するため各帳簿の締切りを行い，資産の評価，債権・債務の整理，その他決

算整理を的確に行って，所定の手続きに従って決算数値を確定している。 

また，高専機構理事長は，上記の整理を行った後，翌事業年度５月末日までに財務諸表を作成し，

公表することとなっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 高専機構本部は，翌事業年度５月末日までに財務諸表を作成し，公表している。 

 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況）  

 独立行政法人通則法第39条により，会計監査人による監査が明確に規定されているとともに，高専

機構会計規則第45条により，会計機関の義務及び責任並びに内部監査を明確に規定している。外部監

査として，会計検査院による会計実地検査及び監査法人による各監査（期首・期中・決算）が予定さ

れている。本校では，平成17年度に高専機構本部による内部監査を受け，また，平成18年度に監査法

人による監査を受けている（資料10－３－②－１）。 

 

観点 10－３－②の資料の一覧 

資料 10－３－②－１ 平成 18 年度監査法人監査講評  （出典：みすず監査法人） 

 

資料 10－３－②－１ 

 

平成 18 年度監査法人監査講評 

 

不開示情報 
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資料10－３－②－１続き 

 

平成 18 年度監査法人監査講評 

 

不開示情報 
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資料10－３－②－１続き 

 

平成 18 年度監査法人監査講評 

 

不開示情報 

 

 

 （出典：みすず監査法人） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校における財務に関する会計監査は，平成17年度に機構本部による内部監査を受け，また，平

成18年度には監査法人による監査を受け，会計監査等は適正に行われていると判断される。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

  校長裁量経費（研究推進援助費・教育研究設備維持管理費）を設け，教育研究活動の活性化のた

め各学科，教員等からの申請により予算を重点的に配分している。 

（改善を要する点）  

  特になし 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

 本校の目的に沿った教育研究活動を将来にわたって遂行するために必要な校地・校舎・設備等の資

産を有するとともに，入学料・授業料等収入及び運営費交付金により経常的な収入が確保されている。

また，外部資金として地域産業との共同研究・受託研究の受入金額は増える傾向にある。 

 予算配分等は，校長室会議・運営会議の議を経て決定している。校長裁量経費（研究推進援助費・

教育研究設備維持管理費）については，校長が申請内容を十分に審査して配分を行っている。 

 財務諸表については，監事監査が行われている。また，監査法人の監査も行われ機構本部で取りま

とめ公表されている。 

 

 


